
令和2年度　奨学金を貸与します医療・福祉関係の学生対象

　市は、将来市内の施設で医療・福祉などの従事者として就職しようとする学生に対し、奨学金の貸し付けを行
います。この奨学金は、貸付期間に相当する期間、市内の施設で医療、福祉などに従事した場合、返還が免除さ
れます。

対象職種

保健師、助産師、看護師、准看
護師、理学療法士、作業療法
士、歯科衛生士、歯科技工士、
精神保健福祉士

社会福祉士、介護福祉士 保育士、幼稚園教諭、
保育教諭

募集人員 ３人 ３人 ３人
貸付額 毎月５万円
募集期間 令和２年度内随時（定員になり次第、締め切ります）

その他 ・申請書類など詳しくはお問い合わせください
・貸付決定には審査があります

申し込み・
問い合わせ

市地域医療連携推進室
☎22-0179

市高齢介護福祉課 高齢介護係
☎22-0178

市子ども課 次世代育成係
☎22-5121

　子どもの一時預かりなどを行う
子育てボランティア会員とボラン
ティア利用会員を募集します。
募集期間　随時
対象　市内在住で①子育てボラン
ティア（有償）活動をしたい人②子
育てボランティアを利用したい人
子どもの対象年齢　生後３カ月～
小学生
申し込み・問い合わせ　ゆいっこ
サポートセンター事務局（平田子
育て支援センター内☎080-5870-
4443　月～金曜日９時～17時）※
４月１日から所在地と受付時間が
変更になりました

【募集】ファミリー・サポート・
センター（ゆいっこ）の会員

　労働安全衛生規則の改正に伴
い、チェンソーを取り扱う場合に
必要な特別教育を既に修了してい
る人であっても、補講が必要とな
りました。７月までに補講を受講
しなければ、８月１日以降はチェ
ンソーを扱う業務に従事できなく
なります。詳しくはお問い合わせ
ください。
問い合わせ　林業・木材製造業労
働災害防止協会岩手県支部（☎
019-624-2141）

チェンソー特別教育修了者の
皆さんへ

　地域住民が主体となり、訪問型・
通所型の介護予防・生活支援サー
ビス事業（住民主体サービスB）を
実施する団体を募集します。一定
の条件を満たした場合、運営に対
する補助金を交付します。
募集期間　令和２年度内随時
※申請書類は市高齢介護福祉課で
配布する他、市のホー
ムページからダウン
ロードできます
申請方法　申請書類を
持参または郵送
申請先・問い合わせ　市高齢介護福
祉課（〒026-0025　大渡町３-15-
26 市保健福祉センター２階　☎22-
0178）

【募集】介護予防・生活支援
サービス担い手団体

休日窓口　４月５日㈰９時～17時
場所　市役所市民課　
内容　転入、転出、転居の届け出
とそれに伴う住民票発行、印鑑登
録、印鑑証類書発行
※マイナンバーカード、住民基本台
帳カードへの対応と、これらを使用
しての転入手続きはできません
※戸籍関係の届け出は宿日直が対
応します
問い合わせ　市市民課（☎27-8450）

転入、転出、転居の届け出窓口を
休日に開設します

時間延長窓口　４月８日㈬、22日㈬
17時15分～18時30分
休日窓口　４月５日㈰９時～17時
場所　市役所市民課
※戸籍関係の届け出は宿日直が対
応します
問い合わせ　市市民課（☎27-8450）

マイナンバーカード交付窓口
を開設します

日時　月～金曜日（祝日を除く）
８時30分～15時30分（月曜日は
14時30分まで）
※事前に予約することで待ち時間
なく相談できます
場所　市役所第５庁舎１階
【４月の専門家相談スケジュール】
専門家 期日

弁護士
 2日㈭、 9日㈭、
16日㈭、23日㈭、
30日㈭

司法書士 17日㈮

ファイナン
シャルプラ
ンナー

15日㈬
※予約することで随
時相談できます。訪
問相談も実施してい
ます

問い合わせ　釡石地区被災者相
談支援センター（☎0120-836-
730通話料無料、☎080-5734-
5494）

釡石地区被災者相談支援センター
をご利用ください

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

各種相談各種相談
“いきいき岩手”結婚サポートセンター
おでかけ「i-サポ」（要予約）

日時　４月11日㈯、19日㈰12時～
15時
場所　釡石情報交流センター
対象　県内在住、在勤の20歳以上
の独身者
費用　登録料１万円（２年間有効）
問い合わせ　同サポートセンター
i-サポ宮古(☎0193-65-7222)
岩手県発達障がい者支援センター
「ウィズ」出張相談会（要予約）

日時　４月15日㈬、５月20日㈬10
時～17時
場所　市保健福祉センター９階
対象　自閉症やアスペルガー症候
群などの発達障がいがある人とそ
の家族など
内容　生活の中での困り事へのア
ドバイスや関係機関の情報提供
申し込み　岩手県発達障がい支援
センター（☎019-601-3203）
問い合わせ　市地域福祉課（☎22-
0177）

行政相談
日時　４月16日㈭13時30分～16時
場所　市消費生活センター
内容　国などの行政に関する苦情
や要望
問い合わせ　岩手行政監視行政相
談センター（☎0570-090110）

東日本大震災被災者対象
住宅再建相談会

日時　４月19日㈰10時～12時30
分、13時30分～16時
場所　青葉ビル
内容　公的支援制度、住宅融資、
「住まいの復興給付金」申請相談
など
問い合わせ　市生活支援室（☎22-
1171）※次回開催６月28日㈰

多重債務無料相談窓口
日時　月～金曜日（祝日を除く）8
時30分～16時30分
場所　東北財務局盛岡財務事務所
（盛岡市）
相談電話　☎019-622-1637
問い合わせ　同盛岡財務事務所（☎
019-625-3353）

高齢者なんでも相談
シルバー110番（無料）

日時　月～金曜日（祝日を除く）
９時～17時
場所　岩手県高齢者総合支援セン
ター（盛岡市）
相談電話　☎0120-84-8584（通
話料無料）
問い合わせ　岩手県高齢者総合支援
センター（☎019-625-0110）

問い合わせ　市会計課 出納係　☎27-8447

４月からコンビニで納付できる料金などが拡大します
　市税と水道料金に加え、４月以降に市が発送する次の納付書がコン
ビニで使用できるようになります。また、東北６県の郵便局・ゆう
ちょ銀行でも直接納付ができるようになります。
◆４月からコンビニで納付できる料金など
①土地使用料 ②災害援護資金償還金 ③保育料（副食費も含む）
④すくすく親子教室利用料 ⑤道路占用料等 ⑥住宅等使用料
⑦ 下水道使用料（集落
排水事業も含む）

⑧ 下水道事業受益者負担金
（集落排水事業も含む） ⑨育英会奨学金返還金

⑩ 学校給食費
◆７月からコンビニで納付できる料金など
①後期高齢者医療保険料 ②墓地管理料 ③介護保険料
【次の点にご注意ください】
・ 納付書にコンビニ用バーコードが印刷されているかご確認くださ
い。また、バーコード印字部分が汚れているとコンビニで読み取り
ができない場合があります
・ 納付額が30万円を超えるもの（バーコードを印字していません）や
納期限を過ぎた場合はコンビニで納付ができません。ただし、納期
限が過ぎても、金融機関や市の窓口では納付することができます

《納め忘れがない口座振替も利用しましょう！》
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募集住宅　パル青葉（大渡町）１戸・
１Ｋ 
対象　60歳以上
月額負担金　２万7,000円～７万
2,000円（市補助後の金額。所得
に応じて決定）、共益費7,000円
申込期限　４月10日㈮
※応募多数の場合は抽選
申し込み・問い合わせ　かまいし
アパートセンター（佐々木　☎27-
6066）

【募集】岩手県知事認定
高齢者向け優良賃貸住宅入居者

　口蹄疫や高病原性鳥インフルエ
ンザが万一発生した場合に備え、
家畜（牛、鹿、豚など）や家きん
（鶏、アヒル、ウズラなど）を
飼う人は、令和２年２月１日時点
の飼育状況を所定の用紙に記入の
上、報告してください。
報告期限　①家畜の場合４月15日
㈬②家きんの場合６月15日㈪
※詳しくはお問い合わせください
報告先・問い合わせ　県県南家畜
保健衛生所（☎0197-23-3531）

家畜・家きんの飼育状況、衛生
管理状況の報告をお忘れなく
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